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令和４年９月３０日版 

川越まつり協賛会  

 

１ はじめに 

令和４年度の川越まつりは、新型コロナウイルス感染症の影響により、３年ぶ

りの開催となる。また、市制施行１００周年の記念すべき年であることから、市

街地を曳行する全山車２９台が参加予定となっている。 

 これらを踏まえ、まつり関係者及び来訪者の協力を得ながら、必要な感染対策

を講じて、安全・安心なまつりとなるよう、取り組む。 

 

２ 開催にあたっての基本的な考え方 

⑴ 国や県から示されているコロナ禍におけるイベントの開催制限を踏まえ

た感染対策を講じる。 

⑵ まつり関係者及び来訪者の安全、安心を第一に考え、感染対策を講じる。 

 

３ まつり関係者の感染対策 

⑴ まつりに参加する者が次に掲げる事項に該当する場合は、参加を見合わせ

る。 

① 新型コロナウイルスの感染が判明した場合や濃厚接触の疑いがある。 

② 同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる。 

③ 体調が良くない。（例：発熱、喉・咽頭痛、咳、味覚障害などの症状が 

ある） 

 ⑵ 飛沫拡散を防止すること（マスク等の着用）が困難なお囃子の笛や踊り手

の演者は、主催者が事前に配布する抗原定性検査キットによりあらかじめ

陽性でないことを確認する。 

⑶ 状況に応じたマスク等の着用、小まめな手洗い、手指消毒を行う。 

⑷ 原則、身体的距離を確保（１メートル以上）する。 

⑸ 大声での会話は控える。 

⑹ 過度の飲酒は控える。 

⑺ 会所等に手指消毒液を設置する。 

 

４ 来訪者への感染対策 

⑴ 市外からの来訪自粛の協力を呼びかける。 

⑵ 「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の利用を推進する。 



⑶ 飲食時の感染対策（飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等）及び食べ 

歩き自粛の協力を呼びかける。 

⑷ 状況に応じたマスク等の着用、小まめな手洗い、手指消毒の協力を呼び                                        

 かける。 

⑸ 体調が良くない場合は来訪を控えていただくよう呼びかける。 

⑹ 市街地では、大声での会話は控えていただくよう呼びかける。 

⑺ 市街地では、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保していただくよう

呼びかける。 

⑻ 案内所やトイレ等の不特定多数が利用する場所については、手指消毒液

を設置する。 

⑼ 密集を防ぐため、道路上の出店は行わない。 

⑽ 市街地においての密集防止や、来訪者への基本的な感染防止対策への協力

など、適宜アナウンス等で呼びかける。 

 

５ その他 

 ⑴ 本ガイドラインは、川越まつり協賛会が定めた基本的な取り扱いであり、

これを踏まえ、各団体において取り扱いを定めることは差し支えないもの

とする。 

 ⑵ 感染状況や、国、県からの要請等の状況に応じ、内容を見直す場合がある。 

 

６ 参考資料 

 ・イベント開催等における必要な感染防止策（内閣官房） 

 ・子どものマスク着用について（厚生労働省） 

 


